
社会福祉法人 沖縄中央福祉会 役員及び評議員の報酬に関する規程 

（目  的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人沖縄中央福祉会（以下「法人」という。）の役員及び評議

員の報酬について必要な事項を定める。 

（定  義） 

第２条 この規程で役員とは、法人の理事及び監事をいう。 

（理事会及び評議員会への出席報酬） 

第３条 役員が理事会に出席したとき、評議員が評議員会に出席したときは及評議員選任解

任委員が評議員選任解任委員会へ出席したときは次の各号に定める報酬を支払うことができ

る 

（１）役員が理事会に出席したとき      12,000 円 

（２）評議員が評議員会に出席したとき    12,000 円 

（３）評議員選任解任委員会へ出席したとき  12,000 円 

（研修会等の講師報酬） 

第４条 法人の開催する講習会、研修会等において役員が講師を努めたときは、次に定める

報酬を支払うことができる。 

（１）講習会、研修会等の講師 １時間   10,000 円 

（役員の勤務報酬） 

第５条 役員が法人及び施設の運営のために業務にあたる場合は次の各号に定める報酬を支

払うことができる。 

（１）理事長及び副理事長   月額   350,000 円 

（２）その他の役員      月額   200,000 円 

２．報酬の支払方法は、給与規程に準じて行うものとする。 

（監事監査の報酬） 

第６条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあった場合は、次に定める

報酬を支払うことができる。 

（２）指導及び監事監査         20,000 円 

（出張旅費） 

第７条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、旅費規程に基づき旅費を支給

することができる。 



（改  正） 

第８条 この規程の改正は、理事会の決議を得てから改正する。 

附  則 

１．この規程は、平成１０年１０月１日より施行する。 

２．この規程は、平成１６年５月２５日より施行する。 

３．この規程は、平成２１年４月１日より施行する。 

４．この規程は、平成２９年４月１日より施行する。 


